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令和３年度より国の直轄事業として北新地排水機場の
着工に入ります！　　　　　　　　　（八代市鏡町北新地）
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2 広報やつしろ平野

　　ご あ い さ つ
八代平野北部土地改良区理事長　坂　田　孝　志

　新緑の候、組合員の皆様方におかれましては、益々ご健勝でご活躍
のこととお慶び申し上げます。
　常日頃より、当土地改良区の業務運営及び施設の維持管理につきま

しては、特段のご理解とご協力を賜わり、当土地改良区が良好なる運営を円滑に推移し
ていることに対し、深く感謝致しますとともに心からお礼を申し上げます。
　まず、令和２年７月豪雨により、多くの尊い人命が失われるなど球磨川流域に甚大な
被害をもたらしたところでございます。改めまして、犠牲となられました方々に深く哀
悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
　さて、国の土地改良関係予算でございますが、令和３年度当初予算が4,445億円で対前
年比12億円増、又、新たに策定されました「防災・減災、国土強靭化のための5か年加
速化対策」の初年度分として1,155億円、TPP対策の700億円が計上され、総額 6,300
億円が確保されました。又、県の土地改良関係予算でございますが、令和２年度補正予
算37億円、令和３年度当初予算が153億円、合わせまして190億円の令和３年度予算と
して執行される予定で昨年より14億円増えております。昨年11月に上京し、二階自民党
幹事長（全土連会長）を始め、農林水産省幹部や熊本県選出国会議員の方々に令和３年
度当初予算や令和２年７月豪雨関連、又、八代海岸堤防の強化についての要望を直接お
願いして参りましたが、郡築、昭和海岸堤防の耐震化を含めた強化について国の直轄事
業により令和３年度新規採択となりました。今後も土地改良事業を安定的・計画的に執
行するために必要な当初予算の確保や施策の充実が図られますよう、各関係機関へ継続
して働きかけを行って参ります。
　一方、管内の動向と致しましては、国営八代平野土地改良事業の令和２年度の改修工
事として、北部７件、南部４件、遙拝頭首工災害復旧工事１件を実施されましたが、新
型コロナウイルス感染拡大の影響により、工事における資材等の調達に時間を要した為、
北部３件、南部１件の計４件につきましては新年度に繰越し工事が行われます。又、令
和３年度の工事につきましては、北新地排水機場の着手や幹線水路の工事等々、南北合
わせまして計14件の工事を予定しております。
　その他事業と致しまして、県営事業で実施されます昭和地区、鏡町塩浜地区、貝洲地区、
両出地区、野崎地区の経営体育成基盤整備事業、古閑浜地区の排水対策特別事業の計６
地区に加え、令和３年度から新規採択となりました津口・芝口地区の排水機場整備を行
う水利施設等保全高度化事業及び農業基盤整備促進事業等の団体営事業を予定しており、
各種事業の施工において、組合員の皆様方には工事期間中の断水など大変ご迷惑をおか
けしますが、引き続きご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
　最後に、ご承認いただきました令和３年度予算などの執行にあたりましては、業務全
般の効率化に努め、経費削減を図ることを目標に、総代、役職員一丸となって鋭意努力
する所存でございますので、組合員の皆様方を始め関係各位のお力添えを賜りますよう
お願い申し上げまして挨拶と致します。
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第56回 通常総代会第56回 通常総代会第56回 通常総代会第56回 通常総代会

令和２年度 活動報告令和２年度 活動報告令和２年度 活動報告令和２年度 活動報告

　令和3年3月23日㈫午前9時より、当土地改良区2
階会議室において、新型コロナウイルスの感染症対策
のため、書面による賛否をお願いするとともに規模を
縮小し各校区代表のご出席により第56回通常総代会が
開催されました。令和 2年度補正予算及び令和3年度
予算など全12議案について慎重審議され、全て原案の
とおり承認・可決されました。

農林水産省及び関係国会議員に対して、農業農村整備事業及び関連事業予算の充分な確保に
ついての要望活動を行いました。

報告第　１号　　令和元年度事業特別会計繰越明許費収支清算書の報告について
議案第　１号　　令和２年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算について
議案第　２号　　令和２年度長期借入金の変更について　
議案第　３号　　令和３年度事業計画及び一般会計並びに特別会計歳入歳出予算について
議案第　４号　　令和３年度組合費の賦課及び徴収方法について
議案第　５号　　令和３年度農地転用決済金の改定について
議案第　６号　　歳計現金の預入先について
議案第　７号　　令和３年度長期借入金について
議案第　８号　　八代平野北部土地改良区定款の一部変更について
議案第　９号　　八代平野北部土地改良区役員選任規程の一部変更について
議案第１０号　　八代平野北部土地改良区総代選挙規程の新設について
議案第１１号　　八代平野北部土地改良区規約の一部変更について
議案第１２号　　国土調査法（昭和26年法律第180号）に基づく地籍調査事業完了
　　　　　　　　地区の賦課徴収に伴う土地原簿の変更時期について

　議 決 議 案　

理事長挨拶の様子

二階自民党幹事長（全土連会長）へ要望 奥田農村振興局次長へ要望
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令和3年度 事業計画書

（１）県営で行なう土地改良事業（予算要求）

（４）その他原材料にて補修可能な地区については予算の範囲内で原材料を支給して補修する。

（２）団体営土地改良事業

地区名及び事業費及び事業量 令和2年度 令和3年度 令和4年度以降

地　　区 金　　額 改修内容

39,800千円農業水路等長寿命化・防災減災事業

県営野崎地区経営体育成基盤整備事業
事業費　　925,002千円
事業量　　排水路工 Ｌ= 6,000 m
　　　　　道路工 Ｌ= 1,300 m
　　　　　暗渠排水工  12.5 ha
　　　　　排水機場  　　１箇所
　　　　　客土工  36.3 ha

　　794,194千円
排水路工 Ｌ= 6,000 m
暗渠排水工  12.5 ha
排水機場  　 １箇所
客土工  17 ha

　　53,808千円
道路工 Ｌ= 1,300 m
客土工  9.1 ha

　　770,000千円
道路工 Ｌ= 1,300 m
客土工  10.2 ha

　　952,164千円
用水路工 Ｌ= 5,611 m
排水路工 Ｌ=   7,140 m
道路工 Ｌ= 1,797 m

県営両出地区経営体育成基盤整備事業
事業費　　1,328,192千円
事業量　　用水路工 Ｌ= 14,565 m
　　　　　排水路工 Ｌ= 8,840 m
　　　　　道路工 Ｌ= 6,010 m
　　　　　暗渠排水工  9.0 ha
　　　　　客土工  24.9 ha

　　310,828千円
用水路工 Ｌ= 8,454 m
排水路工 Ｌ= 1,200 m
道路工 Ｌ=  4,213 m
暗渠排水工  9.0 ha
客土工  24.9 ha

　　65,200千円
用水路工 Ｌ= 500 m
排水路工 Ｌ= 500 m

用・排水路工（∑Ｌ＝939ⅿ）

2,500千円水利施設等保全高度化事業 スライドゲート（土砂吐）

（３）非補助土地改良事業
地　　区 金　　額 補修内容

10,000千円管内全域 用水路の目地補修、据え直し等

県営貝洲地区経営体育成基盤整備事業
事業費　　490,002千円
事業量　　区画整理工 23.7 ha
　　　　　暗渠排水工 8.0 ha

　　3,858千円
完了整備工  １式
換地  １式

　　39,000千円
区画整理工  8.0 ha
完了整備工  １式
区画整理工  0.2 ha
換地    １式

　　447,144千円
測量設計 １式
換地 １式
区画整理工 23.5 ha

県営古閑浜地区水利施設整備事業
事業費　　1,229,000千円
事業量　　排水機場  １箇所
　　　　　排水路工 Ｌ= 1,328 m

　　602,000千円
排水機場　　　　１箇所
排水路工　　Ｌ= 580 m
測量設計　　　　１式

　　248,000千円
排水機場　　　　１箇所
排水路工 Ｌ= 748 m

　　379,000千円
排水機場　　　　１箇所

県営第二郡築地区排水対策特別事業
事業費　　2,543,400千円
事業量　　排水機場  １箇所

　　　　　-　　　　　-　　2,453,400千円
排水機場  １箇所

県営郡築地区基幹水利施設整備事業
事業費　　781,290千円
事業量　　排水機場 　エンジン更新３基

　　　　　-　　　　　-　　781,290千円
排水機場  １箇所

県営昭和地区経営体育成基盤整備事業
事業費　　5,023,000千円
事業量　　用水路工 Ｌ= 20,417 m
　　　　　排水路工 Ｌ= 12,345 m
　　　　　道路工 Ｌ= 6,093 m
　　　　　暗渠排水工  15.7 ha
　　　　　排水機場  　　１箇所

　　3,372,184千円
用水路工 Ｌ= 17,792 m
排水路工 Ｌ= 11,750 m
道路工 Ｌ= 335 m
排水機場  　　１箇所

　　445,000千円
用水路工 Ｌ= 930 m
排水路工 Ｌ= 595 m
道路工 Ｌ= 430 m
排水機場  　　　１箇所

　　1,205,816千円
用水路工 Ｌ= 1,695 m
排水路工 Ｌ= - m
道路工 Ｌ= 5,328 m
暗渠排水工  15.7 ha
排水機場  　 １箇所

県営鏡町塩浜地区経営体育成基盤整備事業
事業費　　567,314千円
事業量　　排水路工 Ｌ= 5,711 m
　　　　　道路工 Ｌ= 1,025 m
　　　　　暗渠排水工  17.6 ha
　　　　　客土工  24.2 ha

　　567,314千円
排水路工 Ｌ= 5,711 m
道路工 Ｌ= 1,025 m
暗渠排水工  17.6 ha
客土工  24.2 ha

　　　　　-　　　　　-

八代平野土地改良事業も組合員一同の協力により順調に進展致しました。令和３年度は、下記のとおり
事業を計画しております。工事の順調な進展が図られるよう組合員の方々のご協力をお願い致します。



令和3年度 収支予算
1．一般会計

収　　　　入
科目（款）

組合費
財産収入
補助金及び助成金
受託料
雑収入
繰入金
繰越金
他目的使用料他

125,753,000
4,531,000
17,868,000
4,384,000
9,001,000
38,198,000
10,000,000
2,109,000

211,844,000

事務費
　　樋門管理費
　　揚排水機費
　　用排水路管理費
　　湛水防除費
負担金
退職給与引当金繰出金
繰出金
国営造成施設管理体制整備促進事業費
諸費他

61,914,000
11,341,000
29,310,000
54,572,000
3,865,000
17,073,000
7,349,000
14,518,000
336,000

11,566,000
211,844,000

予算額
支　　　　出

科目（款）

収入合計 支出合計

予算額
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維
持
管
理
費

2．特別会計
収　　　　入

科目（款）
組合費
借入金
補助金
繰入金
雑収入他

12,932,000
127,291,000
137,868,000
14,513,000
302,000

292,906,000

負担金及び分担金 
土地改良事業費 
償還金 
諸費 
繰出金

125,653,000
42,317,000
124,550,000

135,000
251,000

292,906,000

予算額
支　　　　出

科目（款）

収入合計 支出合計

予算額

令和元年度 収支決算
1．一般会計

収　　　　入
科目（款）

組合費
財産収入
他目的使用料
補助金及び助成金
受託料
雑収入
繰入金
繰越金

128,360,980
5,360,282
2,093,850
16,847,554
4,415,808
6,261,203
42,438,000
20,141,368

225,919,045

事務費 
　　樋門管理費
　　揚排水機費
　　用排水路管理費
　　湛水防除費
負担金 
退職給与引当金繰出金 
諸費 
繰出金 
国営造成施設管理体制整備促進事業費

55,431,538
12,631,059
32,456,519
53,590,435
3,312,000
18,643,400
7,022,000
7,640,160
22,317,211
322,000

213,366,322

（単位：円）

（単位：円）

決算額
支　　　　出

科目（款）

収入合計 支出合計

決算額

維
持
管
理
費

3．財産目録
資産の部

１．流動資産
　　預金及び現金
　　未収賦課金
２．特定資産
　　農地転用決済金
　　職員退職給与引当金
　　事前積立金
　　出資金
３．基本財産（備考積立金）
４．固定資産

39,553,336
30,160,903
9,392,433

689,668,579
489,380,571
60,656,454
138,470,554
1,161,000

134,787,446
103,728,130
967,737,491

　１．長期負債 
　２．短期負債 
　３．固定負債 

1,292,466,552
550,037,025
138,470,554

1,980,974,131

負債の部

資産合計 負債合計

2．特別会計
収　　　　入

科目（款）
組合費
補助金
借入金
繰入金
繰越金
雑収入

7,156,900
96,727,853
153,730,652
22,310,883
196,896
80,320

280,203,504

負担金及び分担金 
土地改良事業費 
償還金 
諸費 
繰出金 

141,655,652
27,230,000
93,476,178

36,598
196,896

262,595,324

決算額
支　　　　出

科目（款）

収入合計 支出合計

決算額
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令和３年度　八代平野北部土地改良区配水計画

国営八代平野土地改良事業お知らせとお願い

令和3年度（第3回目）の事前積立金単価は、１反あたり3,000円です。

注１）昨年度（第２回目）まで事前積立金を納付された組合員のみ納付書を発行します。
注２）積立後、農地転用手続きをされた農地に関しては、事業完了前であればその面積に応じ事

前積立金は返金されます。
注３）事前積立金納付年の確定申告では、土地改良費（経費）に計上できません。この国営事業

が終わり、納付金納入が完了したのち、改めて個々組合員へ積立金納付証明書を発行しま
す。この納付証明書の発行時に土地改良費として申告いただくことになります。

※その他不明な点がございましたら担当課までお問い合わせ下さい。担当部署：賦課徴収係　深田、谷口

1．農家負担の事前積立について

・令和３年度工事予定幹線水路
　不知火幹線（1,300ⅿ）、八代幹線（1,449ｍ）、郡築北部幹線（1,044ⅿ）、文政幹線（2,977ⅿ）
・工事予定期間
　令和３年７月から令和４年３月
※工事に係る水路（路線）については工事期間中は断水を致しますのでご理解とご協力の程宜しく
お願い致します。
※工事に関するお問い合わせは→工事係　岩田まで
※断水に係るお問い合わせは→水利係　東家（とうけ）まで

2．令和3年度国営八代平野土地改良事業幹線水路工事の実施計画について

　令和３年度の配水計画について、八代平野北部土地改良区利水調整規程に基づき次のとおり定めま
した。
①　遙拝頭首工第二取水口における最大取水量及び取水期間
　　取水口の位置：八代市豊原上町3800番地2（球磨川右岸）

②　配水期間
　上記取水期間のとおり
③　その他
　上記取水量は最大取水量で記載しており、河川の状況、気象等を勘案して取水することとなります。

期　　間 最大取水量
4月11日から5月5日まで
5月6日から5月31日まで
6月1日から9月30日まで
10月1日から10月20日まで
10月21日から12月10日まで
12月11日から４月10日まで

7.878㎥／s
8.813㎥／s
12.916㎥／s
8.159㎥／s
7.486㎥／s
6.294㎥／s
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令和3年４月１日現在

関係市町名
八 代 市 4,597ha 5,129名

49名
5,178名

23ha
4,620ha

氷 川 町
合　　計

受 益 面 積 組 合 員 数

個人情報の取り扱いについて

賦課金は納期限までに納入
頂きますようご協力下さい。

○ 農地を売買又は交換したとき。　　　　　　　　　　○ 農地の貸借したとき又は、解約したとき。
○ 組合員が亡くなられ相続等により取得されたとき。　○ 組合員の住所が変わったとき。 
○ 農業者年金の受給又は、老齢で後継者に経営移譲するとき。

★　一般会計賦課金の賦課基準は、4月１日現在の土地原簿によって計算されます。 
★　事業特別会計賦課金の賦課基準は、９月１日現在の土地原簿によって計算されます。

※以上のようなとき、市や法務局等の公共機関で手続きを行っても、直接土地改良区に届出が
　なければ台帳等の修正は行われませんので、ご注意下さい。

土地の売買などしていませんか
変更したら必ず改良区へ届け出ましょう
法務局・市・町を変更されても、改良区は変更されません。

ご注意
公共事業の転用にも、決済金がかかります。
★転用によって農地が減ることになると、残った農地が土地改良施設の維持管
理等の負担を負うことになります。 
　そこで、組合員のみなさまの負担の公平を図るため、土地改良法第42条の規
定により決済金を納めていただくことになります。

● 公共事業（道路、公園、河川、建物、新幹線等）の用地として、転用される農地について転用決済
金の納付が義務づけられています。　『土地改良法第42条第2項』

● 土地改良区地区内の農地を売買するとき（競売も含む）や組合員の資格を交替する場合にその土地
に滞納賦課金があると、その納入義務は土地改良法の規定により、新しい資格者に継承されます。
資格取得の際は必ず土地改良区で滞納賦課金について確認されるようお願いします。

● 農地転用申請と決済金の納付がない限り、土地改良区の土地台帳から、賦課面積を削除できません
のでそのまま賦課金がかかります。 

● 用地買収説明会、価格交渉、契約調印の際など、事業主体（買収者）と十分話し合い、速やかに手
続きされますようお願いいたします。

　賦課金を滞納すると、納期限までに納めら
れた納入者との公平を保つため、滞納してい
る方の財産（不動産、預貯金、給与など）の
差押え等の滞納処分を行うことになります。

八代地域農協・ゆうちょ銀行
口座振替のご案内
　自動口座振替にすると賦課金・使用料の納
入が、安全・便利・確実になり、納め忘れが
なくなり、納入期限日に、指定口座から自動
的に振替えられます。
申込み…ご希望の方は徴収係までご連絡ください。

　八代平野北部土地改良区では、法令等を遵守し、情報漏洩防止のための技術管理、人的管理措置を講じてお
り、個人情報の保護に努めております。 
　閲覧には、本人確認等（代理の方は委任状）が必要となる場合がございますので、本人確認ができる書類（免許
証等）をご持参下さいますよう、ご協力をお願い致します。 
※個人情報の取り扱いに関してご質問・苦情等ございましたら、当土地改良区までお問い合わせ下さい。

八代平野北部土地改良区広報
---- No.30 ----

発　行／八代平野北部土地改良区
Ｈ　Ｐ／http://yatsushiro-heiya.jp
編　集／管理課


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

